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（※１）新型インフルエンザ等のうち、まん延防止等重点措置及び
緊急事態措置を講ずることができるのは、肺炎等の発生
頻度が、季節性インフルエンザに比して相当程度高いと認
められる場合に限られる。（特措法第31条の６第１項、特
措法施行令第５条の３第１項）

（※２）新型コロナウイルス感染症（COVIDー19）は、５類感染症
であり（感染症法施行規則第１条第15号）、左記の新型コ
ロナウイルス感染症には含まれない。

（※３）特措法、政府・県・市行動計画は、感染症法第６条第８項の
指定感染症のうち、当該疾病にかかった場合の病状の程
度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれ
があるものを対象としている。

（※４）特措法、政府・県・市行動計画は、感染症法第６条第 ９項
の新感染症のうち、全国的かつ急速なまん延のおそれ
があるものを対象としている。

＜計画の趣旨・根拠＞
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等による感染症危機が
発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小
となるよう、平時の準備や感染症発生時の対策の内容（選択肢）を示すものとして、政府・都道
府県・市町村が作成。市は、県行動計画に基づき市行動計画を作成（特措法第８条）。
なお、有事には、別途、政府により基本的対処方針が作成され（特措法第18条第１項）、県・
市はこれに基づき対策を実施する（特措法第３条第４項）。

１．計画のポイント

＜計画の目的＞
①感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護すること
②市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること

＜計画の対象となる感染症＞

新型インフルエンザ等感染症 （感染症法第6条第7項）

指定感染症
（感染症法第6条第8項）

（※３）

新型インフルエンザ
（同項第1号）

新型インフルエンザ等 （特措法第2条第1号） （※１）

新型コロナウイルス感染症
（同項第３号）（※２）

再興型インフルエンザ
（同項第２号）

再興型コロナウイルス感染症
（同項第４号）

新感染症
（感染症法第6条第9項）

（※４） 2
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新型インフルエンザ等対策特別措置法

平成25年４月施行 ※最新の改正 令和6年４月施行

背景

令和2年1月 日本で最初の新型コロナ感染者確認

令和2年3月～5月 県内学校 臨時休業

令和2年4月 緊急事態宣言

その後、感染拡大と変異の繰り返し

生命と健康を脅かし

国民生活・経済は大きく影響を受ける

令和5年5月 5類感染症に位置づけ

２．計画の位置づけ

法令

計画

国 新型インフルエンザ等対策政府行動計画
平成25年６月策定 ※令和6年７月改定

県 香川県新型インフルエンザ等対策行動計画
平成25年11月策定 ※令和7年２月改定

市 東かがわ市新型インフルエンザ等対策行動計画
平成26年３月策定（特措法制定以降） ※令和8年3月改定

指定公共機関及び指定地方公共機関
各機関新型インフルエンザ等対策行動計画
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３．計画の改定について

＜改定の趣旨＞
令和6年7月、政府行動計画が、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、平成

25年6月策定以来初めて、全面的に改定された。これに伴い、令和7年2月、県行動計画が
抜本改定された。これを受けて、本市においても市行動計画を全面的に改定する。

＜改定のポイント＞
政府・県行動計画の改定内容を基本としつつ、本市における新型コロナ対応の経験も踏

まえたものとしている。

◎政府行動計画改定のポイント

・新型コロナ対応で明らかとなった課題や関連
する制度改正を踏まえ、幅広い感染症による
危機に対応できる社会をめざす。
・対応を３期（準備期、初動期及び対応期）
に分け、特に、準備期の取組を充実させる。

・対策項目をこれまでの６項目から13項目に
拡充。

・各分野横断的な取組として５つの視点を設定。

・新型コロナウイルス感染症・新型インフルエ
ンザ以外の呼吸器感染症をも念頭に、中長期
的に複数の波が来ることも想定。

・感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏
まえ、柔軟かつ機動的に対策を切替え。



４．計画の施策体系
＜対策項目と横断的視点＞

対策項目 基本理念・目標（要旨）

①実施体制 市全体の危機管理の問題として取り組む。

②情報提供・共有、
リスクコミュニケー
ション

正確な情報を迅速に提供し、市民が適切に判断・行動できるようにする。

③まん延防止 対策の効果と社会経済活動への影響を勘定の上、感染拡大のスピード
やピークを抑制し、医療提供体制が対応可能な範囲に収める。

④ワクチン 個人の発症や重度化を防ぎ、患者数を医療提供体制が対応可能な範囲
とする。

⑤保健 感染状況や医療提供体制の状況等に応じた対策を実施し、市民の生命・
健康を保持する。

⑥物資 感染症対策物資等の不足による医療・検査等の実施が滞ることを防ぐ。

⑦市民経済及び
市民経済の安定
の確保

市民生活及び市民経済の安定を確保する。

横断的視点

Ⅰ
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＜時期の区分＞

対応期 ●国内の発生当初の封じ込めを念頭に対応する時期
県が行う不要不急の外出の自粛要請や施設の使用制限等に協力
し、感染拡大のスピードをできる限り抑えることを目的とした各般の
対策を講ずる

●国内で感染が拡大し、病原体の性状等に応じて対応する時期
柔軟に対策を講ずることができるに連携を行い、医療機関を含めた
現場が動きやすくなるような配慮や協力を行う

●ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期

●特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期
通常の医療提供体制への移行や基本的な感染症対策への移行

準備期
（発生前の段階）

啓発や業務継続計画等の策定

初動期
（感染症が発生し
た段階）

直ちに初動対応

※ ワクチンや治療薬がない可能性が高い新興感染症等が発生した場合は、公衆衛生対策がより重要
※ 平時からの啓発や科学的知見等に基づいた情報発信などのリスクコミュニケーションに努めることが重要



国 ～司令塔組織

市 ～住民に最も近い行政単位 県 ～措置実施主体として中心的役割

医療機関
■ 感染症医療及び通常医療の提供体制確保

指定（地方）公共機関
※ 電気、ガス、通信、鉄道、航空など

登録事業者
※ 法第28条事業者 病院、薬局など

一般事業者

国民

■ 住民に対するワクチンの接種

■ 住民の生活支援

■ 新型インフルエンザ等の発生時の要配慮
者への支援

■ （保健所設置市等）保健所や検査体制等
の対応能力について計画的に準備

■ 地域における医療提供体制の確保やまん
延防止に関し的確な判断と対応

■ 医療提供体制整備（病床確保、発熱外来、
自宅療養者等への医療の提供、後方支援又
は医療人材の派遣・・・）

■ 検査体制構築（民間検査機関又は医療機
関と平時に検査等措置協定）

■ 自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅
速に実施

■ 地方公共団体及び指定（地方）公共機関が実
施する新型インフルエンザ等対策を的確かつ
迅速に支援

■ WHO 等の国際機関や諸外国との国際的な
連携

■ 医薬品の調査や研究の推進

■ 調査及び研究に係る国際協力の推進

５．役割分担

社会的使命、感染対策、事業継続、
備蓄、情報収集、健康管理・・・

7
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○ 国・県・市・研究機関・医療機関等の多様な主体が相互に連携

○ 新型インフルエンザ等の発生前から、関係機関間において緊密な連携を維持しつつ、人材の確保・育成や実践的な訓練等

○ 新型インフルエンザ等の発生時に、平時における準備を基に、迅速な対策の実行につなげていく

６．対策項目ごとの取り組み ※赤字は前回計画から追加

① 実施体制

準備期 ○行動計画の作成や体制整備・強化 〇業務継続計画を作成・変更 ○国県等との連携強化

初動期 ○新型インフルエンザ等対策本部設置検討 ○予算の確保

対応期 ○事務の代行、応援の要請 ○新型インフルエンザ等対策本部設置

② 情報提供・共有、リスクコミュニケーション

○ 科学的根拠等に基づいた正確な情報を迅速に提供する

○ 市民、県、医療機関、事業者等とのリスク情報とその見方の共有等を通じて、市民が適切に判断・行動できるようにする

○ 平時から、市民の感染症に対する意識を把握し、感染症危機に対する理解を深める

○ 想定される事態に備え、リスクコミュニケーションの在り方を整理し、体制整備や取組を進める

準備期 ○感染症に関する情報提供 ○偏見・差別に関する啓発 ○偽情報に関する啓発

初動期 〇利用可能なあらゆる情報媒体を整備・活用 ○迅速かつ一体的な情報提供 ○双方向のコミュニケーション

対応期 〇利用可能なあらゆる情報媒体を整備・活用 ○迅速かつ一体的な情報提供 ○双方向のコミュニケーション ○偏見・
差別等への対応
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○ 適切な医療の提供等とあわせて、必要に応じてまん延防止対策を講ずる

○ 感染拡大のスピードやピークを抑制し、治療を要する患者数を医療提供体制が対応可能な範囲内に収めることにつなげる

６．対策項目ごとの取り組み ※赤字は前回計画から追加

③ まん延防止

準備期 ○想定される対策の内容やその意義について周知広報 ○感染対策の普及 ○まん延防止への理解促進

初動期 ○まん延防止に備え、業務継続計画に基づく準備

対応期 ○基本的な感染対策に係る勧奨 〇集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リスクが高まる場所等
について、人数制限等の計画策定 〇学校等の臨時休業への対応

④ ワクチン
○ 国及び県と連携しつつ、医療機関や事業者、関係団体等とともに、平時から接種の具体的な体制や実施方法について準備をしておく

準備期 ○接種体制準備 ○予防接種の意義等周知 ○DXの推進

初動期 ○ワクチン供給量など情報収集 ○接種会場の確保など体制構築 ○医療従事者の確保

対応期 ○構築した接種体制に基づき接種 ○接種体制の拡充 ○接種記録管理 ○健康被害救済

⑤ 保健
○ 感染症有事に保健所の機能が果たせるよう、必要な協力を行うことを想定し、平時からの連携体制を構築する

準備期 ○発生に備え、国や県等が実施する研修や訓練等を積極的に活用し、人材育成に努める ○感染症に関する基本情報
や対策の周知

初動期 ○人員確保準備 ○リスク情報とその見方や対策の意義を共有

対応期 ○県への職員の派遣し、保健所の感染症有事体制を確立に協力する ○健康観察に協力 ○理解しやすい内容や方
法で感染症対策や各種支援策の周知広報
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○ 感染症対策物資等が医療機関を始めとする関係機関で十分に確保されるよう、平時から備蓄等の推進や円滑な供給に向けた対策等
を講ずる

６．対策項目ごとの取り組み ※赤字は前回計画から追加

⑥ 物資

準備期 ○対策物資の備蓄

初動期 ○対策物資の備蓄

対応期 ○備蓄状況等の確認 〇備蓄物資等の供給に関する相互協力

⑦ 市民生活及び市民経済の安定の確保
○ 新型インフルエンザ等の発生時に備え、事業者や市民に必要な準備を行うことを勧奨する

○ 新型インフルエンザ等の発生時には、市は、国や県と連携しながら、市民生活及び市民経済の安定の確保に必要な対策や支援を行う

○ 事業者や市民は、平時の準備を基に、自ら事業継続や感染防止に努める

準備期 ○支援実施の仕組み準備 ○業務継続計画策定の勧奨

初動期 ○事業継続に向けた準備の勧奨 ○安定供給に関する呼びかけ

対応期 ○心身への影響に関する施策 ○生活支援を要する者への支援 ○教育継続への支援 ○生活関連物資の価格安定
取り組み
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参考 対策項目ごとの取り組み（国県市）
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参考 対策項目ごとの取り組み（国県市）
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参考 対策項目ごとの取り組み（国県市）
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参考 対策項目ごとの取り組み（国県市）


